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中事業名

担当部署

重点分野

総合計画
施策番号

100,464 千円

千円

千円

千円

千円

100,464 千円

事業目的

実施内容

事業効果

令和８年度
主な

事業内容

事業の進捗状
況、スケジュー
ル（予定）等

令和8年８月水道料金（７月使用分：８月検針分）から10月水道料金（９月使用分：10月検
針分）までの基本料金の免除期間を延長する。なお、令和７年度予算で、令和８年２月水道
料金から３月水道料金を免除済みで、それを含めての合計は、９ヵ月間の免除となりま
す。

【支援内容】　官公庁を除くすべての給水契約者の水道料金に係る基本料金及びメーター
使用料を全額免除する。
【対象者数】　22,162件
【免除期間】　当初予算４ヵ月間＋補正予算３ヵ月の追加、計７ヵ月（令和8年４月検針分か
ら10月検針分の７ヵ月）
【免 除 額】 令和8年度　当初予算額　　 　134,728千円（令和8年4月から７月検針分）
　　　　　　　 令和8年度第１号補正予算額 100,464千円（令和8年８月から10月検針分）
※財源については一般会計からの補助金（物価高騰対策支援事業）を充当する。

市民生活及び事業活動に対して広く経済支援を図ることができる。

原油価格・物価高騰等による厳しい経済状況が長引く中、市民や事業者の経済的な負担
を軽減する。

市民生活及び事業者の経済活動を支援するため、水道料金の基本料金の免除を令和8年
４月検針分から７月検針分まで実施中であるが、令和８年8月検針分から10月検針分の
３ヵ月間、基本料金免除を延長する。
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